
行財政改革大綱実施計画

電子決裁システム

10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月

番号

電子決裁システム開発及び実施（財務会計・文
書管理システム分野）

４．責任者名（執行責任者）

６．対象等（なにを・だれを）

８．成果（どうなるのか）
職員間の情報の共有化および意思決定の迅速
化が図れる

⑤

23,682

100%

100%

重点項目番号 9

総合文書管理、財務会計システム導入に向けての調
査及び研究

100%

目標値

２２-９６２５

企画振興部情報政策課

情報政策課長　松村　賢次

平成１８年度

２．担当課（執行する課）

５．担当課電話番号

行政事務の効率化、共有化

平成２０年度平成１９年度

ペーパーレス化による経費の削減、文
書保管用経費の削減
　財政効果額は、原課から出納室まで
の文書移動に要する時間を人件費に
換算した数値

１０．目標を達成する
ための活動指標（全
体目標を達成するた
めに個別に実施する
項目　なにをどけだ

けやるのか）

指標名

職員研修
事務職員

全員

電子決裁システム導入についての調査及び研究

電子決裁システムの稼動（財務会計・文書管理シ
ステム分野）

１．実施事項名

３．現状・問題点・必
要性
（なぜやるのか）

７．実施する内容・目
標数値
（なにを、いつまで
に、どのようにやるの
か）
（集中改革プラン関
連項目については、
平成22年4月1日の
目標数値を合わせて
記載する。）

　合併により５５８平方キロメートルという広い面積を有する伊賀市においては、支所と出先機関と本庁との間におけ
る行政文書の膨大な件数の往来があり、支所の職員が毎日、文書を公用車で運び、決裁を受けるという現状であ
る。また、合併における組織拡大により、合併後１年間における文書決裁は４０万件。そのうち本庁・上野支所分は２
７万件で、６７％余りで試算として１，８１８時間を要している。このため、決裁に時間を要し住民サービスにおける行
政の意思決定の遅れは避けられない状況にある。このような時間的・地理的問題を解決する分野こそが、電子媒体
の利活用であり、また、現在の紙による決裁システムからパソコンを利用した決裁システムに変更し、事務の効率
化、意思決定の迅速化を図るものである。

　電子決裁システムを平成１９年度からシステム構築および職員研修を実施し、２０年度から稼動。

９．財政効果額（千円）（い
くら削減されるのか）

定義・算定式
１１．行程表（いつまでにやるのか）

平成１７年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－１０２－


